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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　頭部の下方に軸脚部が形成された雄部材と、
　前記軸脚部が挿入される開口部の縁に、フランジ部が形成されると共にこのフランジ部
の下方に向けて脚片部が形成された雌部材とから構成され、
　前記頭部および前記フランジ部のそれぞれに、互いに係合する係止部および被係止部の
いずれかが形成され、前記雄部材と前記雌部材とが合体して被取付部材を拘束する留め具
において、
　前記軸脚部のうち、前記脚片部の内側と対面する側面が、平坦に形成され、
　前記係止部が、
　前記被係止部が形成された前記頭部または前記フランジ部に向けて突出した係止片部と
、
　この係止片部の先端に形成された係止爪部と、
　前記係止片部の基側の両側を支持する支持軸部とから構成され、
　前記係止部が、前記支持軸部を軸に前記軸脚部の挿入方向と交差する方向に弾性変形す
る、
　ことを特徴とする留め具。
【請求項２】
　前記係止部の基側は、前記支持軸部が連接されると共に周囲が中空に形成された、
　ことを特徴とする請求項１に記載された留め具。
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【請求項３】
　前記被係止部が、前記雄部材に形成され、前記軸脚部の下方側に形成された仮留め被係
止部と、前記頭部側に形成された本留め被係止部とから構成された、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載された留め具。
【請求項４】
　前記仮留め被係止部と前記本留め被係止部とが、前記軸脚部の軸回りにずれて配置され
た、
　ことを特徴とする請求項３に記載された留め具。
【請求項５】
　前記頭部または前記フランジ部に、前記係止部が配置される収納部が形成された、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載された留め具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被取付部材同士を拘束するための留め具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば自動車のバンパーやアンダーカバーなどの被取付部材を車体に拘束するに
際し、例えば、下記特許文献１に記載されたグロメットが用いられている。このグロメッ
トは、軸体と、この軸体が挿入される本体とから構成されている。軸体は、掛合部として
の溝が複数箇所に形成されている。一方、本体は、軸体が挿入される孔の縁から孔の中心
に向けて突出した被掛合部が形成され、また、孔の縁から下方に向けて突出した脚片が形
成されている。本体に軸体が挿入されると、軸体によって、被掛合部と脚片とが、挿入方
向と交差する方向に押し広げられると共に、本体の被掛合部と脚片とが、軸体の掛合部に
掛合される。すなわち、グロメットは、被掛合部と脚片とで、上方と下方の二箇所で本体
が軸体の掛合部に掛合されている。
【０００３】
　このグロメットによれば、被取付部材を車体に拘束する場合、軸体の先端が挿入された
本体が、車体に重ねられた被取付部材の取付孔に差し込まれると、本体の脚片が車体の内
側に配置される。この状態で、さらに軸体が本体の内部に押し込まれると、グロメットは
、本体の脚片が本体の内部で外側に拡開する。このようにして、グロメットは本体と軸体
とで車体と被取付部材とを挟むことで、被取付部材を車体に拘束する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５６２７９４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記したグロメットは、被掛合部が短く、掛合の具合が浅いため、軸体が本体
から容易に外れる場合がある。仮に、被掛合部が長い場合、軸体を本体に挿入する際、被
掛合部を押し広げる度合を大きくする必要があり、その分、被掛合部を押し広げる方向に
本体が大型となる。
【０００６】
　本発明は、この様な実情に鑑みて提案されたものである。すなわち、係合の度合いを深
くして堅固に留めることができる留め具の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明に係る留め具は、頭部の下方に軸脚部が形成された
雄部材と、前記軸脚部が挿入される開口部の縁に、フランジ部が形成されると共にこのフ
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ランジ部の下方に向けて脚片部が形成された雌部材とから構成され、前記頭部および前記
フランジ部のそれぞれに、互いに係合する係止部および被係止部のいずれかが形成され、
前記雄部材と前記雌部材とが合体して被取付部材を拘束する留め具において、前記係止部
が、前記被係止部が形成された前記頭部または前記フランジ部に向けて突出した係止片部
と、この係止片部の先端に形成された係止爪部と、前記係止片部の基側の両側を支持する
支持軸部とから構成され、前記係止部が、前記支持軸部を軸に前記軸脚部の挿入方向と交
差する方向に弾性変形する、ことを特徴とする。
【０００８】
　本発明に係る留め具は、前記係止部の基側は、前記支持軸部が連接されると共に周囲が
中空に形成された、ことを特徴とする。
【０００９】
　本発明に係る留め具は、軸脚部のうち、前記脚片部の内側と対面する側面が、平坦に形
成された、ことを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る留め具は、被係止部が、前記雄部材に形成され、前記軸脚部の下方側に形
成された仮留め被係止部と、前記頭部側に形成された本留め被係止部とから構成された、
ことを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る留め具は、仮留め被係止部と前記本留め被係止部とが、前記軸脚部の軸回
りにずれて配置された、ことを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る留め具は、頭部または前記フランジ部に、前記係止部が配置される収納部
が形成された、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る留め具は上記した構成である。すなわち、雄部材の軸脚部が雌部材の開口
部に挿入されて雄部材と雌部材とが合体する際、係止部は、軸脚部によって係止爪部が押
し広げられる。ここで、係止片部は、被係止部が形成された頭部またはフランジ部に向け
て突出し、基側が支持軸部で支持されているため、弾性変形する際、基側の位置が変化せ
ずに先端の係止爪部が、軸脚部の挿入方向と交差する方向に押し広げられる。すなわち、
雌部材の大きさを、押し広げられる方向に変えることなく、係止爪部によって係合の度合
いを深くして堅固に留めることができる。
【００１４】
　また、支持軸部が捩じれることで係止部が押し広げられるため、係止部は弾性変形しや
すい。
【００１５】
　本発明に係る留め具によれば、係止部の基側は、支持軸部が連接されると共に周囲が中
空に形成されている。すなわち、係止部は、中空において支持軸部に連接されたことによ
って、中空に配置されている。係止部が弾性変形する際、支持軸部が捩じれ、支持軸部を
軸として係止部が軸脚部の挿入方向と交差する方向に押し広げられ、被係止部と係合する
。したがって、係合の度合いを深くして堅固に留めることができる。また、基側の周囲が
中空であり、基側が両側の二点で支持されているため、係止部は、中空において基側が動
き易い。すなわち、係止部が小さく形成されて撓み辛く弾性変形し難い場合であっても、
基側が動き易いため、結果として係止部は容易に弾性変形する。したがって、係止部が小
さく形成された場合であっても、係止部を容易に弾性変形させることができる。
【００１６】
　また、上記のとおり、留め具は、係合の度合いが深いため、上方と下方の二箇所で係合
させる従来の技術と比較して、上方の一箇所で雄部材が雌部材に係合し、堅固に留まる。
したがって、本発明に係る留め具は、次のとおりである。
【００１７】
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　本発明に係る留め具は、軸脚部のうち、脚片部の内側と対面する側面が、平坦に形成さ
れている。すなわち、雄部材の軸脚部と雌部材の脚片部とを係合する必要がないため、軸
脚部のうち、脚片部の内側と対面する側面が平坦であり、凹凸がない。この構成により、
仮に、軸脚部と脚片部との間に砂利などの異物が挟まった場合であっても、平坦な側面を
異物が滑るため、異物が引っ掛かることが抑止される。
【００１８】
　また、仮に、クリープによって脚片部の弾性変形の度合いが弱まった場合であっても、
軸脚部のうち、脚片部の内側と対面する側面が平坦であり、軸脚部と脚片部とが係合しな
いため、クリープによって係合の度合いに影響することがない。すなわち、クリープの影
響を受ける脚片部が係合するのではなく、頭部またはフランジ部に向けて突出した係止部
が被係止部と係合することで雄部材と雌部材とが合体するため、クリープの影響を回避す
ることができる。
【００１９】
　本発明に係る留め具は、被係止部が、雄部材に形成され、軸脚部の下方側に形成された
仮留め被係止部と、頭部側に形成された本留め被係止部とから構成されている。この構成
により、係止部と、軸脚部の仮留め被係止部とが係合することで、留め具が仮留めの状態
となり、係止部と、軸脚部の本留め被係止とが係合することで、留め具が本留めの状態と
なる。したがって、雄部材と雌部材とを仮留めの状態で合体させて扱うことができ、取付
作業の性能を向上させることができる。
【００２０】
　本発明に係る留め具は、仮留め被係止部と本留め被係止部とが、軸脚部の軸回りにずれ
て配置されている。この構成により、いわゆる２面割の金型で成形することができる。
【００２１】
　本発明に係る留め具は、頭部またはフランジ部に、係止部が配置される収納部が形成さ
れている。すなわち、係止部が収納部に配置されるため、嵩張ることがない。したがって
、小型化に資することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第一実施形態に係る留め具が示され、（ａ）が上方から視した平面図、
（ｂ）が側方から視した側面部分断面図、（ｃ）が下方から視した底面図、（ｄ）が斜視
図である。
【図２】本発明の第一実施形態に係る留め具の雄部材が示され、（ａ）が平面図、（ｂ）
が側面図、（ｃ）が底面図、（ｄ）がＡ－Ａ側面断面図、（ｅ）が斜視図である。
【図３】本発明の第一実施形態に係る留め具の雌部材が示され、（ａ）が平面図、（ｂ）
が側面図、（ｃ）が底面図、（ｄ）がＢ－Ｂ側面断面図、（ｅ）が斜視図である。
【図４】本発明の第一実施形態に係る留め具の雄部材と雌部材とが合体する過程が示され
、（ａ）が仮留めの状態の側面断面図、（ｂ）が仮留めの状態から本留めの状態に変化す
る過程の側面断面図、（ｃ）が本留めの状態の側面断面図である。
【図５】本発明の第二実施形態に係る留め具が示され、（ａ）が平面図、（ｂ）が側面部
分断面図である。
【図６】本発明の第二実施形態に係る留め具の雄部材が示され、（ａ）が側面図、（ｂ）
が底面図、（ｃ）が側面Ｄ－Ｄ断面図、（ｄ）が第二側面図、（ｅ）が斜視図、（ｆ）が
Ｃ－Ｃ側面断面図である。
【図７】本発明の第二実施形態に係る留め具の雌部材が示され、（ａ）が平面図、（ｂ）
が側面部分断面図、（ｃ）が底面図、（ｄ）がＥ－Ｅ側面断面図である。
【図８】本発明の第三実施形態に係る留め具が示され、（ａ）が平面図、（ｂ）が側面断
面図、（ｃ）が底面図である。
【図９】本発明の第三実施形態に係る留め具の雄部材が示され、（ａ）が平面図、（ｂ）
が側面図、（ｃ）が底面図、（ｄ）がＦ－Ｆ側面断面図である。
【図１０】本発明の第三実施形態に係る留め具の雌部材が示され、（ａ）が平面図、（ｂ
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）が側面図、（ｃ）が底面図、（ｄ）がＧ－Ｇ側面断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下に、本発明の第一実施形態に係る留め具を図面に基づいて説明する。図１は、本発
明の第一実施形態に係る留め具１０の外観が示されている。図２は、本発明の第一実施形
態に係る留め具１０の雄部材２０が示され、図３は、留め具１０の雌部材４０が示されて
いる。なお、以下の説明では、図１（ｂ）を基準として、全長方向を上方および下方とし
、中心から外側に向けて側方とする。
【００２４】
　＜留め具＞
　図１に示されている第一実施形態に係る留め具１０は、円板状の頭部２１の中央から下
方に軸脚部２２が形成された雄部材２０（図２参照）と、軸脚部２２が挿入される開口部
４１の縁に、円板状のフランジ部４２が形成されると共に、このフランジ部４２の下方に
向けて脚片部４４が形成された雌部材４０（図３参照）とから構成されている。軸脚部２
２は被係止部２６が形成され、一方、フランジ部４２は係止部４５が形成されている。こ
の被係止部２６と係止部４５とが係合することで、図１に示されているとおり、留め具１
０は、雄部材２０と雌部材４０とが合体し、被取付部材（図示省略）を車体（図示省略）
に拘束するものである。
【００２５】
　＜雄部材＞
　図２に示されているとおり、雄部材２０の頭部２１は、円板状に形成され、縁から中心
に向けて切り欠かれて収納部３１が形成されている。収納部３１は、雌部材４０の係止部
４５が配置される空間であり、頭部２１の縁に沿って等間隔に三箇所形成されている。
【００２６】
　雄部材２０の軸脚部２２は、ほぼ棒状に形成され、上下に伸びる溝が側面に形成された
ことで、下方から視して（図４（ｃ）参照）、中心に向けてほぼ“Ｖ”字状に陥没した三
箇所の陥没側面２３と、同じく下方から視して、側方に向けてほぼ“Ｙ”字状に突出した
三箇所の突出側面２５とが、それぞれ交互に形成されている。
【００２７】
　陥没側面２３は、“Ｖ”字状のそれぞれの面が平坦に形成され、雌部材４０の脚片部４
４の内側と対面する。また、陥没側面２３は、下方端が中心に向けて傾斜して軸脚下端部
２４が形成されている。
【００２８】
　突出側面２５は、上方が頭部２１の収納部３１に連接され、被係止部２６が形成されて
いる。被係止部２６は、軸脚部２２の下方側に形成された仮留め被係止部２７と、頭部２
１側に形成された本留め被係止部２９とから構成されている。仮留め被係止部２７は、仮
留め突部２８によって形成された段差である。すなわち、仮留め突部２８は、突出側面２
５の一部が側方に向けて突出しており、この仮留め突部２８によって突出側面２５との間
に形成された段差が仮留め被係止部２７である。一方、本留め被係止部２９は、本留め突
部３０によって形成された段差である。すなわち、本留め突部３０は、突出側面２５の中
程から上方に伸びて頭部２１の収納部３１の手前に至っており、この本留め突部３０の上
方端に形成された段差が本留め被係止部２９である。この本留め突部３０（本留め被係止
部２９）と仮留め突部２８（仮留め被係止部２７）とは、上下方向において間を空けて配
置され、軸脚部２２の軸回りにずれて配置されている。
【００２９】
　＜雌部材＞
　図３に示されているとおり、雌部材４０のフランジ部４２は、円板状に形成され、中央
に開口部４１が形成されている。フランジ部４２の直径は、雄部材２０の頭部２１の直径
よりも大きく形成され、上方に向けて立上った側壁部４３が縁に形成されて頭部２１が収
まる形状に形成されている。
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【００３０】
　雌部材４０の脚片部４４は、開口部４１の縁から下方に向けて突出して形成されている
。脚片部４４の下方端は、内側に向けて“Ｖ”字状に突出して形成されている。また、脚
片部４４は、開口部４１の縁に沿って等間隔に三箇所形成されている。
【００３１】
　雌部材４０の係止部４５は、被係止部２６が形成された雄部材２０の頭部２１側である
上方に向けて突出した係止片部４６と、この係止片部４６の先端である上端に形成されて
中心に向けて突出した係止爪部４７と、係止片部４６の基側４９の両側を支持する支持軸
部４８とから構成されている。軸支持部４８について詳説すれば、軸支持部４８は、ほぼ
棒状であり、空間に渡されている。軸支持部４８は、隣接する脚片部４４同士の間に配置
され、フランジ部４２と同一平面上において、フランジ部４２の中心から側方に向けた方
向と交差する方向に揃えられている。支持軸部４８が空間に配置されているため、係止片
４５の基側４９の周囲は、フランジ部４２の中心側が開口部４１によって中空であり、側
方側に形成された空隙部５０によって、側方側も中空である。この構成により、係止部４
５は、支持軸部４８を軸に、雄部材２０の軸脚部２２の挿入方向と交差する方向に弾性変
形する。
【００３２】
　上記のとおり、第一実施形態に係る留め具１０が構成されている。
【００３３】
　次に、第一実施形態に係る留め具１０の使用方法を図面に基づいて説明する。図４は、
本発明の第一実施形態に係る留め具１０の雄部材２０と雌部材４０とが合体する過程が示
されている。
【００３４】
　図４（ａ）において、留め具１０は、仮留めの状態である。すなわち、雌部材４０の開
口部４１に、雄部材２０の軸脚部２２が途中まで挿入され、雄部材２０の被係止部２６の
うち仮留め被係止部２７に、雌部材４０の係止部４５のうちの係止爪部４７が係合した状
態である。
【００３５】
　留め具１０を仮留めの状態にするためには、まず、雄部材２０の軸脚部２２のうち、陥
没側面２３を、雌部材４０の脚片部４４と対面する向きに揃え、かつ、雄部材２０の軸脚
部２２のうち、突出側面２５（被係止部２６）を、雌部材４０の係止部４５と対面する向
きに揃えて、雄部材２０の軸脚部２２を雌部材４０の開口部４１に挿入する。
【００３６】
　軸脚部２２が挿入されると、突出側面２５の仮留め突部３０が、係止部４５の係止爪部
４７に接触し、係止部４５が軸脚部２２の挿入方向と交差する方向に押し広げられて弾性
変形する。係止部４５は、押し広げられた後、元の状態に戻って仮留め被係止部２７に係
合する。なお、係止部４５の弾性変形の詳細については、本留めの状態への変化において
説明する。
【００３７】
　仮留めの状態の留め具１０を、車体に重ねた被取付部材の孔に挿入し、本留めの状態に
することで、被取付部材を車体に拘束する。
【００３８】
　図４（ｂ）において、仮留めの状態から、雄部材２０をさらに押し込むと、突出側面２
５の本留め突部３０が、係止部４５の係止爪部４７に接触し、係止部４５が弾性変形する
。ここで、係止部４５の弾性変形について詳説すれば、係止部４５は、係止爪部４７が押
されることで、係止部４５の基側４９において支持軸部４８が捩じれ、支持軸部４８を軸
として係止部４５が軸脚部２２の挿入方向と交差する方向に押し広げられる。
【００３９】
　雄部材２０の頭部２１が雌部材４０のフランジ部４２に対面するまで雄部材２０を押し
込み、頭部２１をフランジ部４２の側壁部４３の内側に収めると、図４（ｃ）に示されて
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いるとおり、留め具１０は本留めの状態となる。すなわち、本留め突部３０が通過すると
、軸脚部２２の挿入方向と交差する方向に押し広げられて弾性変形した係止部４５が、元
の状態に戻って本留め被係止部２９に係合する。係合された係止部４５は、頭部２１の収
納部３１に配置されて収納される。
【００４０】
　図４（ｃ）に示されているとおり、留め具１０が本留めの状態となる際、雌部材４０の
脚片部４４が、軸脚部２２の挿入方向と交差する方向に押し広げられて弾性変形する。す
なわち、脚片部４４が、雄部材２０の軸脚部２２のうち、陥没側面２３の軸脚下端部２４
に接触し、脚片部４４が軸脚部２２の挿入方向と交差する方向に押し広げられて弾性変形
する。
【００４１】
　次に、第一実施形態に係る留め具１０の効果を説明する。
【００４２】
　上記したとおり、第一実施形態によれば、雌部材４０の係止部４５は、上方に向けて突
出した係止片部４６と、この係止片部４６の上端に形成されて中心に向けて突出した係止
爪部４７と、係止片部４６の基側４９の両側を支持する支持軸部４８とから構成されてい
る。すなわち、係止片部４６が、上方に向けて突出し、基側４９の両側が支持軸部４８で
支持されているため、軸脚部２２によって係止爪部４７が押し広げられて係止部４５が弾
性変形する際、基側４９の位置が変化せずに、上端の係止爪部４７が、軸脚部２２の挿入
方向と交差する方向に押し広げられる。すなわち、雌部材４０の大きさを、押し広げられ
る方向に変えることなく、係止爪部４７によって係合の度合いを深くして堅固に留めるこ
とができる。
【００４３】
　第一実施形態によれば、軸支持部４８は、ほぼ棒状であり、フランジ部４２と同一平面
上において、フランジ部４２の中心から側方に向けた方向と交差する方向に揃えられて空
間に渡されている。支持軸部４８が空間に配置されているため、係止部４５の基側４９の
周囲は、フランジ部４２の中心側が開口部４１によって中空であり、側方側に形成された
空隙部５０によって、側方側も中空である。すなわち、係止部４５は、中空において支持
軸部４８に連接されたことによって、中空に配置されている。係止部４５が弾性変形する
際、支持軸部４８が捩じれ、支持軸部４８を軸として係止部４５が軸脚部２２の挿入方向
と交差する方向に押し広げられ、被係止部２６と係合する。したがって、係合の度合いを
深くして堅固に留めることができる。また、基側４９の周囲が中空であり、基側４９の両
側が二点で支持されているため、係止部４５は、中空において基側４９が動き易い。すな
わち、係止部４５が短く形成されて撓み辛く、弾性変形し難い場合であっても、基側４９
が動き易いため、結果として係止部４５は容易に弾性変形する。したがって、係止部４５
が短く形成された場合であっても、係止部４５を容易に弾性変形させることができる。
【００４４】
　また、上記のとおり、留め具１０は、係合の度合いが深いため、雄部材２０の被係止部
２６と雌部材４０の係止部４５とが係合することで、堅固に留まる。すなわち、雄部材２
０の軸脚部２２と雌部材４０の脚片部４４とを係合する必要がないため、第一実施形態に
よれば、雄部材２０の軸脚部２２のうち、陥没側面２３は、“Ｖ”字状のそれぞれの面が
平坦に形成され、凹凸がない。この構成により、仮に、軸脚部２２と脚片部４４との間に
砂利などの異物が挟まった場合であっても、陥没側面２３におけるそれぞれの平坦な面を
異物が滑るため、異物が引っ掛かることが抑止される。
【００４５】
　また、仮に、クリープによって脚片部４４の弾性変形の度合いが弱まった場合であって
も、軸脚部２２のうち、陥没側面２３におけるそれぞれの面が平坦であり、軸脚部２２と
脚片部４４とが係合しないため、クリープによって係合の度合いに影響することがない。
すなわち、クリープの影響を受ける脚片部４４が係合するのではなく、上方に向けて突出
した係止部４５が被係止部２６と係合することで雄部材２０と雌部材４０とが合体するた
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め、クリープの影響を回避することができる。
【００４６】
　第一実施形態によれば、軸脚部２２の突出側面２５において、下方側の一部が側方に向
けて突出した仮留め突部２８と突出側面２５との間に形成された段差として、仮留め被係
止部２７が形成されている。この構成により、雌部材４０の開口部４１に、雄部材２０の
軸脚部２２が途中まで挿入され、雄部材２０の被係止部２６のうち仮留め被係止部２７に
、雌部材４０の係止部４５のうちの係止爪部４７が係合した仮留めの状態となる。したが
って、雄部材２０と雌部材４０とを仮留めの状態で合体させて扱うことができ、取付作業
の性能を向上させることができる。
【００４７】
　第一実施形態によれば、本留め突部３０（本留め被係止部２９）と仮留め突部２８（仮
留め被係止部２７）とは、上下方向において間を空けて配置され、軸脚部２２の軸回りに
ずれて配置されている。この構成により、いわゆる２面割の金型で成形することができる
。
【００４８】
　第一実施形態によれば、雄部材２０の頭部２１は、縁から中心に向けて切り欠かれて収
納部３１が形成されている。被係止部２６と係合した係止部４５は、収納部３１に配置さ
れて収納される。すなわち、係止部４５が収納部３１に配置されるため、嵩張ることがな
い。したがって、小型化に資することができる。
【００４９】
　次に、本発明の第二実施形態に係る留め具を図面に基づいて説明する。図５は、本発明
の第二実施形態に係る留め具１１０の外観が示されている。図６は、本発明の第二実施形
態に係る留め具１１０の雄部材１２０が示され、図７は、留め具１１０の雌部材１４０が
示されている。なお、以下の説明では、第一実形態と異なる構成のみの説明がされ、同じ
構成は説明が省略されている。
【００５０】
　図５に示されている第二実施形態に係る留め具１１０は、頭部１２１の下方に軸脚部１
２２が形成された雄部材１２０（図６参照）と、軸脚部１２２が挿入される開口部１４１
の縁にフランジ部１４２が形成されると共に脚片部１４４が形成された雌部材１４０（図
７参照）とから構成されている。
【００５１】
　図６に示されているとおり、雄部材１２０の頭部１２１は、下方側の面が切り欠かれて
収納部１３１が形成されている。収納部１３１は、雌部材１４０の係止部１４５が配置さ
れる空間であり、頭部１２１において、同一直線状に揃って二箇所形成されている。
【００５２】
　雄部材１２０の軸脚部１２２は、側面に被係止部１２６が形成されている。被係止部１
２６は、軸脚部１２２の下方側に形成された仮留め被係止部兼被第２係止部１２７と、頭
部１２１側に形成された本留め被係止部１２９とから構成されている。本留め被係止部１
２９と仮留め被係止部兼被第２係止部１２７とは、上下方向において間を空けて配置され
、同一線上に揃えて配置されている。
【００５３】
　図７に示されているとおり、雌部材１４０の係止部１４５は、互いに対面して同一直線
状に揃って二個所に形成されている。雌部材１４０の脚片部１４４は、開口部１４１の縁
から下方に向けて突出して形成されている。脚片部１４４の下方端は、内側に向けて“Ｖ
”字状に突出して形成され、内側に向けた先端に第二係止部１２８が形成されている。ま
た、脚片部１４４は、開口部１４１の縁に沿って等間隔に四箇所形成されている。
【００５４】
　上記のとおり、第二実施形態に係る留め具１１０が構成されている。なお、その他の構
成は第一実施形態と同様である。
【００５５】
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　次に、第二実施形態に係る留め具１１０の使用方法を説明する。図５において、留め具
１１０は、仮留めの状態である。軸脚部１２２が挿入されると、仮留め被係止部兼被第２
係止部１２７が、係止部１４５の係止爪部１４７に接触し、係止部１４５が軸脚部１２２
の挿入方向と交差する方向に押し広げられて弾性変形する。係止部１４５は、押し広げら
れた後、元の状態に戻って仮留め被係止部兼被第２係止部１２７に係合する。
【００５６】
　この状態から、雄部材１２０をさらに押し込んで本留めの状態に変化させる。本留めの
状態では、軸脚部１２２の挿入方向と交差する方向に押し広げられて弾性変形した係止部
１４５が、元の状態に戻って本留め被係止部１２９に係合する。係合された係止部１４５
は、頭部１２１の収納部１３１に配置されて収納される。また、雌部材１４０の脚片部１
４４が、軸脚部１２２の挿入方向と交差する方向に押し広げられて弾性変形し、第二係止
部１２８が、雄部材１２０の軸脚部１２２のうち、仮留め被係止部兼被第２係止部１２７
に係合する。
【００５７】
　上記したとおり、第二実施形態によれば、雄部材１２０の本留め被係止部１２９および
仮留め被係止部兼被第２係止部１２７と、雌部材１４０の係止部１４５および第二係止部
１２８とが係合することで、雄部材１２０と雌部材１４０とが合体する。したがって、さ
らに堅固に留めることができる。
【００５８】
　次に、本発明の第三実施形態に係る留め具を図面に基づいて説明する。図８は、本発明
の第三実施形態に係る留め具２１０の外観が示され、図９は、留め具２１０の雄部材２２
０の外観が示され、図１０は、留め具２１０の雌部材２４０が示されている。なお、以下
の説明では、第一実形態と異なる構成のみの説明がされ、同じ構成は説明が省略されてい
る。
【００５９】
　図８に示されている第三実施形態に係る留め具２１０は、頭部２２１の下方に軸脚部２
２２が形成された雄部材２２０（図９参照）と、軸脚部２２２が挿入される開口部２４１
の縁にフランジ部２４２が形成されると共に脚片部２４４が形成された雌部材２４０（図
１０参照）とから構成されている。
【００６０】
　図９に示されているとおり、雄部材２２０の頭部２２１は、縁に係止部２４５が形成さ
れている。この係止部２４５は、被係止部２２６が形成された雌部材２４０のフランジ部
２４２側である下方に向けて突出した係止片部２４６と、この係止片部２４６の先端であ
る下端に形成されて中心に向けて突出した係止爪部２４７と、係止片部２４６の基側２４
９の両側を支持する支持軸部２４８とから構成されている。支持軸部２４８は、頭部２２
１の縁の近傍に形成された頭部空隙部２５１が形成されたことで、空間に渡されている。
係止部２４５は、頭部２２１の縁に沿って等間隔に三箇所形成されている。
【００６１】
　図１０に示されているとおり、雌部材２４０のフランジ部２４２は、被係止部２２６が
形成されている。被係止部２２６は、ほぼ棒状であり、空間に渡されている。被係止部２
２６が空間に配置されているため、周囲は、フランジ部２４２の中心側が開口部２４１に
よって中空であり、側方側に形成された空隙部２５０によって、側方側も中空である。こ
の構成により、被係止部２２６は、雄部材２２０の軸脚部２２２の挿入方向と交差する方
向に弾性変形する。
【００６２】
　上記のとおり、第三実施形態に係る留め具２１０が構成されている。
【００６３】
　次に、第三実施形態に係る留め具２１０の使用方法を説明する。図８において、留め具
２１０は、本留めの状態である。本留めの状態では、空隙２５０に挿入される際、軸脚部
２２２の挿入方向と交差する方向に押し広げられて弾性変形した係止部２４５が、元の状
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態に戻って被係止部２２６に係合する。その他の構成は第一実施形態と同様である。
【００６４】
　以上、本発明の実施形態を詳述したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではな
い。そして本発明は、特許請求の範囲に記載された事項を逸脱することがなければ、種々
の設計変更を行うことが可能である。
【符号の説明】
【００６５】
　１０，１１０，２１０　留め具
　２０，１２０，２２０　雄部材
　２１，１２１，２２１　頭部
　２２，１２２，２２２　軸脚部
　２３　　　　　　　　　陥没側面
　２４　　　　　　　　　軸脚下端部
　２５　　　　　　　　　突出側面
　２６，１２６，２２６　被係止部
　２７　　　　　　　　　仮留め被係止部
　２８　　　　　　　　　仮留め突部
　２９，１２９　　　　　本留め被係止部
　３０　　　　　　　　　本留め突部
　３１，１３１　　　　　収納部
　４０，１４０，２４０　雌部材
　４１，１４１　　　　　開口部
　４２，１４２，２４２　フランジ部
　４３　　　　　　　　　側壁部
　４４，１４４　　　　　脚片部
　４５，１４５，２４５　係止部
　４６，２４６　　　　　係止片部
　４７，１４７，２４７　係止爪部
　４８，２４８　　　　　支持軸部
　４９，２４９　　　　　基側
　５０，２５０　　　　　空隙部
　１２７　　　　　　　　仮留め被係止部兼被第２係止部
　１２８　　　　　　　　第二係止部
　２５１　　　　　　　　頭部空隙部
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